
【狭あい道路整備　手続フロー例（寄附の場合）】

（実施要綱様式第1号）

（実施要綱様式第2号）

（交付要綱様式第1号）

（交付要綱様式第2号）

（交付要綱様式第5号）

（交付要綱様式第6号）

（交付要綱様式第7号）

支払
補助金受領 補助金支払手続 まち保全課

提出
業者からの領収書（写し）

領収書(写し)の受理
手　続　完　了

まち保全課

所有権移転等登記 まち保全課、資産活用課

提出
補助金請求書 補助金請求書　受　理 まち保全課

通知補助金交付決定通知書
受　　領

補助金交付確定通知書 まち保全課

寄附申出　受　理 まち保全課

まち保全課

分筆登記 工事

道路等拡幅整備完了報告書 提出

完了検査・審査 まち保全課
提出

回答

寄附申込書

通知補助金申請交付決定通知書
受　　領

補助金申請交付決定通知書

※上記フロー図は、後退用地の寄附を行う場合のものであり、本補助金の標準的な手続きの流れの一例として示しているものです。詳しくは、まち保全課までお
問い合わせ下さい。

※様式の名称については、都合上、省略して記載している場合があります。

対応部署
建築主等 藤井寺市

事　　前　　協　　議
【事業の目的や内容、寄附・助成等について協議】

都市計画課、まち保全課

現　場　調　査
権利関係等調査

都市計画課、まち保全課

受諾（協定書締結）
寄附受理の可否
整備行為等

まち保全課

提出
補助金交付申請書 申込内容の審査 まち保全課

事前協議書

の提出から

協定書締結

までの目安

約２週間


